
 

○設計業務標準歩掛（施設機械）について（平成 26 年３月 24 日付け 25 農振第 2146 号農村振興局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

改正後 現行 

別紙 

 

設計業務標準歩掛（施設機械） 
 

第１ 一般事項 

 

１－１ 使用に当たっての留意事項 ［略］ 

 

１－２ 打合せ 

 1)打合せ１回当たりの標準配置人員は表－1・1・1のとおりとする。 

表－1・1・1 ［略］ 

 2) ［略］ 

3) 打合せ標準配置人員及び打合せ回数は、現場条件及び作業内容等により必要に応じ適宜増減することができ

る。 

 4) 旅行に係る直接人件費は、別途計上する。 

5）打合せ前後の準備、整理人員を必要とする場合は、別途計上する。  

6）打合せにかかる作業日数は 0.5 日を標準とし、業務内容等によりこれにより難い場合は 0.5 日単位で計上す

る。 

 

１－３～１－６ ［略］ 

 

［削る。］ 

 

 

第２ ［略］ 

 

第３ 水門設備 

 

本標準歩掛は、河川及び水路用水門設備を設計する作業に適用する。 

なお、設計区分は実施設計である。 

 

３－１～３－３ ［略］ 
 

３－４ 標準作業内容 

 

表－1・3・10 

【実施設計】 【水 門 設 備】 

作 業 項 目 標  準  作  業  内  容 

設計計画 ［略］ 

基本事項 ［略］ 

詳細事項 ［略］ 

設計計算 ［略］ 

別紙 

 

設計業務標準歩掛（施設機械） 
 

第１ 一般事項 

 

１－１ 使用上の注意 ［略］ 

 

１－２ 打合せ歩掛 

 1) 作業打合せにおける打合せ１回当りの標準配置人員は表－1・1・1のとおりとする。 

表－1・1・1 ［略］ 

 2) ［略］ 

3) 打合せ標準配置人員、打合せ歩掛及び打合せ回数は、作業内容等により必要に応じ適宜増減するこができ

る。 

 4) 旅行日に係る直接人件費は、別途計上する。 

 5) 打合せ回数は、特別仕様書に明示するものとする。 

      ［新設］ 

 

 

１－３～１－６ ［略］ 

 

１－７ 図面の大きさ 

本標準歩掛に示す図面の大きさは、Ａ1（594mm×841mm）である。 

 

第２ ［略］ 

 

第３ 水門設備 

 

本標準歩掛は、河川及び水路用水門設備を設計する作業に適用する。 

なお、設計区分は実施設計である。 

 

３－１～３－３ ［略］ 
 

３－４ 標準作業内容 

 

表－1・3・10 

【実施設計】 【水 門 設 備】 

作 業 項 目 標  準  作  業  内  容 

設計計画 ［略］ 

基本事項 ［略］ 

詳細事項 ［略］ 

設計計算 ［略］ 



 

 改正後 現行 

設 計 図 一般構造図（全体配置図） 

付属設備組立図 

操作制御設備配置配線図 

操作制御設備単線結線図 

仮設図 

材料計算 ［略］ 

照    査 ［略］ 

概算工事費 ［略］ 

［  ］内は必要に応じて歩掛を別途計上する。 

 

第４ ［略］ 

 

設 計 図 一般構造図（全体配置図） 

 

操作制御設備配置配線図 

操作制御設備単線結線図 

仮設図 

材料計算 ［略］ 

照    査 ［略］ 

概算工事費 ［略］ 

［  ］内は必要に応じて歩掛を別途計上する。 

 

第４ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


